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議 案 第 5 3 号 

 

令和 4 年度世田谷区介護保険事業会計補正予算（第 1 次） 

 

令和 4 年度世田谷区介護保険事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正及び区分） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3,024,109 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 72,950,421 千円

とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入

歳出予算補正」による。 

 

 

 令和 4 年 9 月 20 日提出 

世田谷区長 保 坂 展 人 
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第 1 表 歳入歳出予算補正 

 

歳   入 
 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

41 保 険 料  14,126,779 0 14,126,779 

 01 介 護 保 険 料 14,126,779 0 14,126,779 

49 繰 越 金  2 3,024,109 3,024,111 

 01 繰 越 金 2 3,024,109 3,024,111 

歳 入 合 計 69,926,312 3,024,109 72,950,421 

 

 

歳   出 

 

 

 

 

 

 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

45 基 金 積 立 金  227,467 2,369,936 2,597,403 

 01 基 金 積 立 金 227,467 2,369,936 2,597,403 

48 諸 支 出 金  259,245 654,173 913,418 

 01 償還金及還付加算金 52,183 654,173 706,356 

歳 出 合 計 69,926,312 3,024,109 72,950,421 

 

（単位：千円） 


